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国は、令和 5 年 6 月に「第 4 期教育振興基本計画」を閣議決定しました。 

その主要な内容は以下のとおりで、サステナビリティ、DX、SDGs、ウェルビーイングな

どの新しい社会、生活様式に対応し、経済、地理的環境等によらず公平な教育の提供が強く

求められている状況です。 

 

計画期間 令和 5 年～令和 9 年 
総括的な基本 方
針・コンセプト 

１）2040 年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 
２）日本社会に根差したウェルビーイングの向上 

５つの基本的 な
方針 

①グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の
育成 

②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現
に向けた教育の推進 

③地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 
④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 
⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

今後５年間の 教
育政策の目標 と
基本施策 

目標１ 確かな学力の育成、幅広い知識と教養・専門的能力・職業実
践力の育成 

目標２ 豊かな心の育成 
目標３ 健やかな体の育成、スポーツを通じた豊かな心身の育成 
目標４ グローバル社会における人材育成 
目標５ イノベーションを担う人材育成 
目標６ 主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成 
目標７ 多様な教育ニーズへの対応と社会的包摂 
目標８ 生涯学び、活躍できる環境整備 
目標９ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の

向上 
目標１０ 地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進 
目標１１ 教育 DX の推進・デジタル人材の育成 
目標１２ 指導体制・ICT 環境の整備、教育研究基盤の強化 
目標１３ 経済的状況、地理的条件によらない質の高い学びの確保 
目標１４ NPO・企業・地域団体等との連携・協働 
目標１５ 安全・安心で質の高い教育研究環境の整備、児童生徒等の

安全確保 
目標１６ 各ステークホルダーとの対話を通じた計画策定フォロー

アップ 
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三重県では、国の「第３期教育振興基本計画(平成 30 年度～平成 34 年度)」を受け、令和

2 年 3 月に「三重県教育施策大綱」を策定するとともに、学校教育を中心とした施策等に関

する基本的な方針と具体的な取組内容を示す「三重県教育ビジョン」を同月に策定していま

す。 

「三重県教育ビジョン」の概要は以下のとおりであり、子ども一人ひとりの状況に応じた

必要な教育を地域との連携の下で展開していくものとされています。 

 

計画期間 令和２年度～令和５年度 

教 育 に 取

り 組 む 基

本方針 

（１）新しい時代を「生き抜いていく力」の育成 

（２）社会の変容がもたらす課題に対応した教育の充実 

（３）誰一人取り残さない、みんなが大事にされる安全・安心の三重の実現 
（４）三重に根ざした教育の推進 

（５）あらゆる世代の誰もがいつでも学び、活躍し続けられる環境の整備 

（６）三重の県民力を結集した社会総がかりでの教育の推進 

基本施策  
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第 2 次亀山市総合計画は、平成 29 年度～令和 7 年度を計画年度とした基本構想と前後期

の基本計画で構成されています。 

以下に示すのは、令和 4 年度～令和 7 年度を対象とする後期基本計画であり、その中か

ら学校教育を対象とするものを抽出しています。 

 

計画期間 令和 4 年度～令和 7 年度 

将来都市像 『歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都 かめやま』 

重点 

プロジェクト 
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学校教育に関

わる重点プロ

ジェクト 

●『未来へのトビラ』プロジェクト 

◆子どもたちが未来へチャレンジできる環境の充実 

 ジュニアスポーツの活性化や、新図書館での読書活動、地域をフィール

ドとした体験学習、文化芸術に触れる機会の創出など、様々な分野におい

て、子どもたちがふるさと亀山を愛し、未来に向けてチャレンジできる環

境の充実を図ります。 

基本施策 

※学校施設に

関するものの

み記載 

 

 

 

②学びの環境の充実 

◆子どもたちが安全で快適な学校生活を送ることができるよう、学校施設

の予防保全型管理を進めるとともに、ユニバーサルデザインへの配慮やラ

イフサイクルコストの意識を持ちながら、学校施設の⾧寿命化・更新に向

けた計画づくりに取り組みます。 

◆学校における子どもたちの良好な健康状態が維持できるよう、学習環境

や給食環境の充実を図ります。 
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「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、平成

２９年３月に「亀山市教育大綱」を策定し、令和 4 年 3 月に改定しています。 

ポストコロナ時代の今後も環境変化に適応しながら、教育の政治的中立性、継続性・安定

性を確保しつつ、基本理念及び基本方針を明らかにするため策定したものです。 

 

計画期間 令和 4 年度～令和８年度 

基本理念 学びあふれる教育のまち かめやま 

～豊かな自然と歴史文化の中で、「ふるさと亀山」を受け継ぎ未来を拓く学

び～ 

基本方針  
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令和 4 年度から 5 年間の本市における学校教育のめざす子どもの姿（基本理念）や施策

の方向性を示して、学校・家庭・地域・行政が連携し、市民が一体となって亀山市の学校教

育を進めていくため、 「亀山市学校教育ビジョン」を改定しました。 

「亀山市教育大綱」の示す理念のもと、 「亀山市総合計画」をはじめ、「亀山市生涯学習

計画」、「文化芸術推進基本計画」等の関連計画との整合を図りつつ、 学校教育の視点から、

さまざまな分野における施策の方針をまとめたものです。 

計画期間 令和 4 年度～令和８年度 

めざす 

子どもの姿 

可能性に挑み 人とつながり 未来を創る「亀山っ子」 

・「可能性に挑み」・・・変化を前向きに受け止め、失敗を恐れずに、夢や可

能性に挑む子 

・「人とつながり」・・・積極的に他者と関わり、認め合い、つながる子 

・「未来を創る」・・・先端技術を駆使しながら感性を働かせ、亀山の豊かな

自然や歴史文化を誇りに思う子 

施策体系  
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亀山市では平成 26 年３月に、公共施設の現状を分析し、将来における適正な配置と効果

的・効率的な施設管理を検討するための基礎資料となる「亀山市公共施設白書～公共施設の

現状について～」を作成しています。 

総務省では、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成 26 年 4 月 22

日付総財務第 74 号総務大臣通知）により公共施設等総合管理計画の策定を要請しているた

め、財政や公共施設等の状況、人口推計などの分析を的確に行い、さらに将来費用を試算し

た上で、利便性や安心・安全に利用できる環境など利用者の視点に立って 、更新や統廃合、

⾧寿命化などの基本方針を示すため、平成 29 年 3 月に「亀山市公共施設等総合管理計画」

を策定しました。（令和 4 年 11 月改訂） 

計画期間 公共施設等のマネジメントにおいては、⾧期的視点での取り組みが必要で

あることから、今後 60 年間の見通しを基に、総合計画と整合を図りながら

計画を見直していきます。 

基本方針 ●費用削減の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 1 維持管理経費の削減と⾧寿命化の推進 

基本方針２ 将来費用の確保 

基本方針 3 施設総量の削減 

学校教育系

施設の 

基本方針 

◆文部科学省及び三重県教育委員会が示す手引を参考にしながら、人口の

推移、地域の状況や特性を十分考慮して、小中学校や学校給食センター

の施設整備を行います。 

◆周辺施設との複合化や類似施設との集約化を視野に入れ、防災上の安全

確保を図りながら、施設の再編を行います。 
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亀山市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月策定）に示された基本方針に沿って、行

政財産である建築物系施設の個別施設における方向性を定めるものとして令和 2 年に策定、

令和 4 年に一部改訂されています。学校施設等に関しては以下の計画内容が示されていま

す。 

計画期間 令和２年度～令和 11 年度 

学校教育 

施設の 

基本方針 

◆文部科学省及び三重県教育委員会が示す手引を参考にしながら、人口の

推移、地域の状況や特性を十分考慮して、小中学校や学校給食センターの

施設整備を行います。 

◆周辺施設との複合化や類似施設との集約化を視野に入れ、防災上の安全

確保を図りながら、施設の再編を行います。 

方向性 ●小学校共通 

【方向性：存続】 

◇児童数の増減を見極めながら、増改築若しくは校区変更を実施し、地域

の拠点としての機能を存続します。 

◇給食調理室について、老朽化等により使用に支障をきたした場合には、

親子方式（拠点校における複数校調理） の採用など、調理方式について

の検討を行います。 

◇プールについて、老朽化等により使用に支障をきたした場合には、学校

間での機能統合や民間施設の利用についての検討を行います。 

◇予防保全型管理により⾧寿命化を推進し、目標耐用年数の延伸を図りま

す。 

●井田川小学校 

【方向性：増築】 

◇宅地開発の進行により、今後における児童数増加が見込まれるため、教

室不足や給食調理室のスペース不足に備える必要があることから、令和

元年・２年度に給食調理室の増築、令和２年度に校舎の増築を行います。 

（※上記は、既に実施され、完了しています。） 

●中学校共通 

【方向性：存続】 

◇予防保全型管理により⾧寿命化を推進し、目標耐用年数の延伸を図りま

す。 

◇生徒数の増減を見極めながら、増改築若しくは校区変更を検討し、地域

の拠点としての機能を存続します。 

◇体育館等の老朽化については、改築、修繕を検討のうえ、対策を講じてい

きます。 
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◇中学校給食については、総合計画前期基本計画に記述する「完全実施に

向けた多面的な検討」の結果を踏まえた取組を進めます。 

●関学校給食センター 

【方向性：存続】 

◇給食提供学校は、現在３校（関中・関小・加太小）ですが、その他の学校

の給食室に支障が生じた場合には、機能統合についての検討を行います。 

◇予防保全型管理により⾧寿命化を推進し、目標耐用年数の延伸を図りま

す。 
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